
特定後写鏡等条件での免許取得フローチャート

　

取得時講習における確認と安全教育

一般の教習事項のほか

○　特定後写鏡等の正しい使い方

○　危険をとらえることができない

　おそれがある道路交通場面につい

　て実車等で教習を受けます。

運　転　免　許　の　取　得

　運転免許の条件　◎　特定後写鏡等　◎　聴覚障害者標識の表示義務

　注１　対応可能な指定教習所についてのお問い合わせ先

　　　　愛知県警察本部　運転免許課　指定教習所係

　　　052-951-1611　内線 781 - 255･256

教習における確認と安全教育

一般の教習事項のほか

○　特定後写鏡等の正しい使い方

○　危険をとらえることができない

　おそれがある道路交通場面につい

　て実車等で教習を受けます。

自動車学校卒業・学科試験合格 学科・技能試験合格

仮免許取得

新たに特定後写鏡等条件で免許を取得するための手続きについて

補聴器を用いても警音器（10ｍの距離で90db）の音が聞こえない方

指定自動車教習所への入校

（注１参照）
直接受験をする場合

運転免許試験場又は東三河運転免許センターでの「適性診断」


